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（標準的な接続箇所） 

第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接続箇所は次のとおりと

します。 

標準的な接続箇所 内 容 
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料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料           

                             月額 
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(ｱ) 保守の区別がタイプ１－１の

もの 

１回線

ごとに

1,230 円
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   ２－１の４ 光信号多重分離機能 

月額 

区  分 料金額 備 考 

(ｱ) 保守の区別がタイ

プ１－１のもの 

521 円

(ｲ) 保守の区別がタイ

プ１－２のもの 

521 円

ア 光信号主端

末回線の最大

収容数が４の

もの又は光信

号端末回線の

最大収容数が

４のもの 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの 537 円

 

 

 

    

(ｱ) 保守の区別がタイ

プ１－１のもの 

644 円

(ｲ) 保守の区別がタイ

プ１－２のもの 

644 円

光信号多重

分離機能 

光局内スプリ

ッタにより当

社の光信号伝

送装置及び光

信号端末回線

間の光信号の

多重分離を行

う機能 イ 光信号主端

末回線の最大

収容数が８の

もの又は光信

号端末回線の

最大収容数が

８のもののぺ  (ｱ)(ｲ)以外のもの �円

 

 

 

    



















料金額 備考 料金額 備考

447円 422円

894円 844円

1,341円 1,266円

1,788円 1,688円

2,682円
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(4) 番号情

報データ

ベース登

録機能 

当社の番号情報データベースに協

定事業者の契約者の番号情報を登

録する機能 

１ 番 号 ご

とに 

4.25 円 番号情報データベ

ース登録事業者に

適用します。 

ア イ以外の場合 １ 番 号 ご

とに 

2.84 円 番号情報データベ

ース利用事業者に

適用します。 

(5) 番号情

報データ

ベース利

用機能 

当社の番

号情報デ

ータベー

スに収容

された契

約者の番

号情報を

利用する

機能 

イ 番号情報データベ

ースに契約者の番号

情報が登録された日

から当社が別に定め

る期間内の日を指当�別に定筒 指統日に
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ア 通信用建物内に

設置されている光

信号局内伝送路に

係るもの 

１回線ご

とに月額

285 円  

      

















                                                  31

平日昼間 1,122 円

平日夜間 1,297 円

平日深夜 1,498 円

土日祝日

昼夜間 

1,347 円

(ｱ)(ｲ)以外

の場合 

１ルーティン

グ番号ごとに

土日祝日

深夜 

1,548 円

平日昼間 687 円

平日夜間 794 円

平日深夜 917 円

土日祝日

昼夜間 

825 円

ア  基

本額 

(ｲ) 当社が指

定した電

気通信回

線設備を

通じて申

込みを行

う場合 

１ルーティン

グ番号ごヅ
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(8) みなし契約

者に関する

宛名情報提

供手続費 

 

第99条（みなし契約事業者に対する契約者情報

の提供）第１項又は第２項の規定により、契約

者回線番号等、当社の利用者料金に係る請求書
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(ｱ) 接続に必要な装

置等を設置するため

のキャビネットラッ

クを接続申込者が設

置する場合 

１通信用

建物ごと

の１件ご

とに 

49,074円  
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(ｱ) 接続に必要な装

置等を設置するため

のキャビネットラッ

クを接続申込者が設

置する場合 

１通信用

建物ごと

の１件ご

とに 
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(33) 端末回線

情報提供

手続費 

端末回線情報を電気通信回線設備を通じて提

供する場合に要する費用 

月額 2,029,000 円  

     







野々市 695円 11,996円 野々市 723円 11,721円
津幡 581円 22,054円 津幡 613円 21,519円
石川河北 850円 25,990円 石川河北 791円 25,994円
志雄 210円 18,981円 志雄 167円 18,815円
押水 208円 14,008円



岐阜加納 1,392円 26,793円 岐阜加納 1,413円 26,579円
黒野 887円 26,078円 黒野 874円 26,023円
芥見 491円 17,892円 芥見 478円 17,921円
大垣南 1,002円 16,060円 大垣南 981円

%倏







都筑 642円 13,609円 都筑 643円 20,928円
宮口２ 699円 19,526円 宮口２ 703円 19,154円
掛川城東 236円 19,411円 掛川城東 228円 20,055円
韮山高原 177円 14,901円 韮山高原 179円 14,484円
用沢 478円 19,505円







高野尾 151円 16,883円 高野尾 162円 27,419円
櫛田 353円 11,461円 櫛田 329円 12,190円
伊勢寺 417円 14,995円 伊勢寺 398円 15,046円
松阪東黒部 368円 21,468円 松阪東黒部 365円 21,620円
松阪大石 160円 14,780円 松阪大石 158円 15,076円
桑名深谷 458円 26,161円 桑名深谷 452円 26,104円
三重上野南 178円 65,416円 三重上野南 184円 66,718円
石薬師 257円 13,945円 石薬師 252円 21,571円
三重長沢 （略） 21,830円 三重長沢 （略） 23,726円
比奈知 474円 40,832円







長居 3,393円 27,297円 長居 3,636円 27,921円
大阪住吉 2,152円 18,030円 大阪住吉 2,312円 17,481円
天下茶屋 1,894円 10,236円 天下茶屋 1,906円 10,100円
大阪淀川３ 1,664円 55,540円 大阪淀川３ 1,708円 55,834円
大阪三国 1,831円 17,327円





武庫之荘 3,502円 20,585円 武庫之荘 3,536円 20,554円
明石２ 1,788円 31,485円 明石２ 1,792円 30,246円
大久保 1,384円 11,468円 大久保 1,529円 12,247円
二見 1,079円 15,728円 二見 1,115円 14,869円
明石西 1,478円 15,298円 明石西 1,502円 15,019円
江井ケ島 1,151円 24,041円 江井ケ島 1,046円 24,155円
西宮 2,784円 35,002円 西宮 2,902円 35,214円
瓦木 3,281円 31,536円 瓦木 3,678円 34,953円
甲子園 3,083円 19,704円 甲子園 3,3

1
9
,
7
0





淡路室津 182円 9,314円 淡路室津 164円 14,559円
淡路一宮 244円 16,865円 淡路一宮 240円 12,992円
江井 104円



粉河 532円 8,031円 粉河 515円 7,580円
桃山 225円 50,403円 桃山 214円 49,856円
貴志川 281円 23,238円 貴志川 276円 22,936円
高野口 498円 42,829円 高野口 485円 42,487円
太地 466円 13,215円 太地 426円 12,992円
和佐 209円 21,010円 和佐 211円 20,822円
三輪崎 624円 32,342円 三輪崎 580円 31,766円
下津 632円 11,228円 下津 558円 10,785円
野上 752円 6,097円 野上 803円 5,434円
那賀 445円 16,342円 那賀 433円 15,662円
九度山 478円 30,480円 九度山 465円 31,604円
和歌山吉備 887円 13,208円 和歌山吉備 838円 13,869円
上富田 245円 16,947円 上富田 255円 16,223円
那智勝浦 488円 18,698円 那智勝浦 483円 18,066円
和歌山加太 643円 21,693円 和歌山加太 590円 21,017円
糸我 477円 24,428円 糸我 431円 23,851円
名田 843円 21,432円 名田 819円 20,470円
美里 612円 12,347円 美里 741円 13,677円
金屋 1,286円 18,085円 金屋 1,321円 17,899円
印南 1,354円 18,971円 印南 1,289円 20,299円
田辺下里 509円 24,566円 田辺下里 513円 24,362円
宇久井 363円 24,279円 宇久井 348円 24,433円
本宮 441円 18,396円







熊山 366円 9,341円







豊浦 344円 6,182円 豊浦 376円 5,665円
豊北 584円 14,195円 豊北 630円 16,143円
特牛 613円 11,403円 特牛 523円 19,232円
長門三隅 201円 17,274円 長門三隅 182円 18,047円
長門仙崎 302円 16,393円



阿波神山 103円 14,570円 阿波神山 86円 14,105円
阿波広野 97円 11,596円 阿波広野 96円 10,219円

香川県 讃岐三条 891円 26,597円 香川県 讃岐三条 868円



壬生川２ 577円 21,851円 壬生川２ 418円 21,374円
伊予土居 399円 10,044円 伊予土居 378円 10,203円
大西 1,209円 8,415円 大西 1,233円 8,137円
重信 1,381円 16,469円 重信 1,477円 16,898円
松前２ 1,091円 14,035円 松前２ 1,096円 13,613円
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古賀 826円 8,930円 古賀 841円 16,897円
長者原 2,227円 25,029円 長者原 2,180円 24,759円
福間 405円



伊万里黒川 231円 16,696円 伊万里黒川 200円 16,098円
武雄 299円 23,051円 武雄 251円 21,170円
佐賀鹿島 385円 10,382円 佐賀鹿島 311円 9,233円
川副南 480円 21,792円 川副南 450円 21,921円
神埼 693円 25,213円 神埼 680円 31,902円
基山 526円 22,267円 基山 520円 23,816円
小城 510円 17,599円 小城 433円 17,131円
牛津 552円 26,563円 牛津 497円 26,862円
玄海 487円 22,143円 玄海 461円 21,738円
嬉野電交局舎 701円

22Ξ

牛憎 啾
小啾

玄

牛憎牛憎

嬉
佗





天明 105円 25,805円 天明 99円 26,482円
日奈久 569円 8,824円 日奈久 546円 8,888円





日南北郷 450円 17,964円 日南北郷 389円



金峰 263円 15,009円 金峰 239円 14,638円
入来 118円 22,109円 入来 106円 23,646円
宮之城 176円 20,305円 宮之城 159円 32,211円
高尾野 155円 13,903円 高尾野 109円 13,880円
菱刈 132円 9,094円 菱刈 121円 8,212円
蒲生 144円 18,068円 蒲生 143円 17,176円
十三塚原 119円 15,431円 十三塚原 94円 14,786円
加治木横川 161円 67,379円 加治木横川 122円 68,029円
栗野 467円 20,165円 栗野 356円 19,293円
吉松 133円 27,622円 吉松 104円 29,220円
霧島 75円 15,333円 霧島 71円



坊 292円 22,629円

沖縄県 寄宮 1,949円 21,593円 沖縄県 寄宮 1,867円 21,364円

牧志 3,250円 28,349円 牧志 3,241円 27,315円

小禄 1,543円 16,351円 小禄 1,509円 16,094円

首里 5,363円 22,397円 首里 5,424円 22,332円

田場 362円 20,314円 田場 385円 20,182円

大謝名 1,113円 25,254円 大謝名 1,124円 27,643円

普天間 562円 19,211円 普天間 417円 18,462円

沖縄宮古 513円 27,177円 沖縄宮古 526円 28,190円

八重山 935円 28,481円 八重山 978円 28,527円

浦B遷浦9
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第４表 光信号引込等設備に係る負担額 

第１ 光信号引込等設備の維持等に係る負担額 

２ 負担額 

区  分 単 位 負担額 備考 

（ｱ） 当社の光屋内配線（主とし

て一戸建ての建物に設置される

形態により設置するものに限り

ます。）が設置されているもの 

１光信号引込

等設備ごとに

月額 

367 円

① 当社が設置した光

信号分岐端末回線収

容キャビネット等に

その光信号引込等設

備が収容等されてい

るもの 

１光信号引込

等設備ごとに

月額 

373 円
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第２ 光信号引込等設備の撤去に係る負担額 

 （略） 

 （1）（略） 

  未償却残高＝{（光信号引込等設備の取得固定資産価額（30,903円）―光信号引込等設備の残存価額）
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附 則（平成11年７月１日西相制第２号） 

 

（通信路設定伝送機能に関する経過措置） 

第18条 （略） 

(1) 分岐回線以外の部分の基本額 

  ア．基本料 

１回線ごとに月額

料金額 区  分 

右欄以外の場合 通信路設定伝送機

能を利用ょ
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第８節 形態３－３ 

（網構成） 

第 31 条 （略） 

（接続方式） 

第 32 条 （略） 

２ （略） 

３ 
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第１４節 形態４－６ 

（網構成） 

第 66 条 （略） 

（接続方式） 

第 67 条 （略） 

２～４（略） 

５ 第２種パケット交換サービスへの接続方式は第 32 条（接続方式）第１項の規定を準 

用します。 

６ （略） 

第 68 条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４節 形態４－６ 

（網構成） 

第 66 条 （略） 

（接続方式） 

第 67 条 （略） 

２～４（略） 

５ 削除 

６ （略） 

第 68 条（略） 
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技術的条件集別表５ 接続シーケンス 

シーケンスパターン一覧（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

技術的条件集別表５ 接続シーケンス 

シーケンスパターン一覧（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 


















